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被
災
市
街
地
等
に
お
け
る
街
な
か
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
係
る

土
地
利
用
促
進
等
に
関
す
る
調
査
報
告
書
（
概
要
版
）

平
成
24
年
3月
　
国
土
交
通
省
土
地
・
建
設
産
業
局

現
状
の
土
地
所
有
の
ま
ま
、
復
興
を
進
め
た
場
合

・
個
別
の
建
替
え
で
は
十
分
な
住
宅
等
の
確
保
が
難
し
い

・
地
権
者
に
土
地
利
用
の
意
向
が
無
け
れ
ば
空
地
と
し
て
残
る

土
地
活
用
方
策
を
工
夫
し
て
、
街
な
か
を
復
興
・
再
生
す
る
た
め
の
方
法
を
検
討

•
土
地
を
共
同
利
用
し
、
街
な
か
へ
の
移
転
先
と
な
る
新
た
な
住
宅
や
店
舗
の
確
保

•
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
根
ざ
し
た
開
発
で
、
す
ば
や
く
、
美
し
い
ま
ち
を
つ
く
る

•
地
権
者
が
土
地
を
手
放
さ
ず
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加

•
住
民
主
体
で
合
意
が
整
っ
た
地
区
か
ら
順
次
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
連
続

が
美
し
い
町
並
み
全
体
を
つ
く
り
出
す
よ
う
に
す
る

•
土
地
の
所
有
と
利
用
の
分
離
を
果
た
し
、
ま
ち
づ
く
り
会
社
に
よ
る
総
合
的
・
合
理
的
な
街

の
運
営
へ

各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
美
し
い

町
並
み
を
形
成

適
切
な
規
模
で
順
次
実
施

住
宅
・
商
業
・
事
務
所
等

の
ミ
ッ
ク
ス
ト
ユ
ー
ス

総
合
的
・
合
理
的
な
街
の
運
営

地
権
者
が
土
地
を
手
放
さ
ず
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
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ま
ち
づ
く
り
会
社

ま
ち
づ
く
り
会
社

ま
ち
づ
く
り
会
社

1.
定
期
借
地
権
の
活
用
：

　
土
地
の
所
有
と
利
用
を
分
離
し
、
利
用
権
を
共
同
化

2.
“転
”定
期
借
地
権
の
活
用
：

　
借
地
権
を
一
括
管
理
し
て
転
貸
し
、
契
約
を
簡
素
化

•
い
く
つ
か
の
土
地
に
定
期
借
地
権
を
設
定
し
、
土
地
利
用
を
共
同
化
。

•
土
地
の
所
有
権
は
変
わ
ら
ず
、
か
つ
契
約
期
間
満
了
後
は
更
新
さ
れ
ず
に

原
則
更
地
で
返
還
さ
れ
る
た
め
、
地
権
者
に
と
っ
て
は
参
加
し
や
す
い
。

•
用
地
取
得
費
が
不
要
な
た
め
、
初
期
投
資
額
が
低
減
さ
れ
る
。

•
準
共
有
で
定
期
借
地
権
を
設
定
し
た
場
合
、
建
物
所
有
者
は
全
地
権
者
と

個
別
に
契
約
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

•
借
地
権
を
一
括
し
て
取
得
・
管
理
。
各
建
物
所
有
者
に
転
貸

•
契
約
関
係
が
簡
素
化
さ
れ
、
譲
渡
・
売
買
が
柔
軟
に
。

底
地
：
各
地
権
者
の
所
有

個
々
の
住
宅
・
店
舗

住
宅

店
舗
等

定
期
借
地
権
（
準
共
有
）

共
同
建
物

底
地
：
各
地
権
者
の
所
有

定
期
借
地
権
を
準
共
有
し
た
場
合

契
約
関
係

底
　
地

住
宅

店
舗
等

転
定
期
借
地
権
を
活
用
し
た
場
合

転
定
期
借
地
権

定
期
借
地
権

従
前

従
後

3.
エ
リ
ア
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

連
鎖
的
に
展
開
す
る
街
区
レ
ベ
ル
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
全
体
と
し
て

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

•
土
地
管
理
を
行
う
ま
ち
づ
く
り
会
社
を
設
立
、
上
記
の
役
割
を
担
う
。

•
開
発
単
位
ご
と
に
留
ま
ら
ず
、
中
心
市
街
地
全
体
を
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と

で
、
よ
り
効
率
的
な
都
市
経
営
が
可
能
と
な
る
。

•
公
的
性
格
を
持
つ
の
で
、
震
災
特
区
法
に
基
づ
く
税
制
優
遇
（
「
復
興
推
進
計
画
の
区

域
」
に
お
い
て
地
域
の
課
題
の
解
決
の
た
め
の
事
業
を
行
う
株
式
会
社
に
対
す
る
出
資

に
係
る
所
得
控
除
）
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
よ
り
円
滑
な
資
本
確
保
等
が
可
能

•
ま
ち
づ
く
り
会
社
の
他
の
役
割
と
し
て
、
テ
ナ
ン
ト
リ
ー
シ
ン
グ
等
の
不
動
産
運
営

や
、
建
物
所
有
も
考
え
ら
れ
る
。

•
以
上
の
提
案
手
法
を
用
い
て
、
宮
城
県
石
巻
市
の
中
心
市
街
地
に
お
い
て
ケ
ー
ス
ス
タ

デ
ィ
を
行
っ
た
。

住
宅

店
舗
等

住
宅

店
舗
等

住
宅

店
舗
等

地
区
A

地
区
B

地
区
C

土
地
は
従
前
の
所
有
者
が
所
有

通
り
ぞ
い
に
町
並
み
を
回
復
、
快
適
な
公
共
空
間

を
生
み
出
し
、
賑
わ
い
の
舞
台
を
つ
く
る

ま
ち
づ
く
り
会
社
が
、
商
店
街

全
体
の
テ
ナ
ン
ト
ミ
ッ
ク
ス
、

リ
ー
シ
ン
グ

ア
フ
ォ
ー
ダ
ブ
ル
で
、
快
適
な
住
宅

を
提
供
、
ま
ち
な
か
に
居
住
を
回
復

必
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機
能
も

充
実

ま
ち
づ
く
り
会
社
が
定
期
借
地
権

を
設
定
し
、
所
有
と
利
用
を
分
離

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
可
能
に


